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会
計
検
査
院
法
及
び
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
会
計
検
査
院
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

会
計
検
査
院
法
目
次
中
「
責
任
」
を
「
責
任
等
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
及
び
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
七
項
並
び
に
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
九
条
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
う
け
る
」
を
「
受
け
る
」
に
、
「
採
ら
な
か
つ
た
」

を
「
と
ら
な
か
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
及
び
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
の
二
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
そ
の
他
」
を
「
又
は
こ
れ
へ
の
対
処
に
関
す
る
状
況
そ
の
他
の
」

に
、
「
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
二
章
第
五
節
の
節
名
中
「
責
任
」
を
「
責
任
等
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
当
る
者
」
を
「
当
た
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
本
属
長
官
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、



 

  
 

二

同
条
第
二
項
中
「
又
は
」
の
下
に
「
国
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
職
員
若
し
く
は
そ
の
他
の
国
の
職
員
が
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
六
項
を
加
え
る
。 

会
計
検
査
院
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

り
懲
戒
の
処
分
の
要
求
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
人
事
院
及
び
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 本

属
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
の
処
分
の
要
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
要
求
に
係
る
職
員
に
対
し
そ

の
懲
戒
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
を
直
ち
に
調
査
し
、
そ
の
結
果
及
び
懲
戒
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
理
由
を
会
計
検
査
院
及
び
人
事
院
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

本
属
長
官
等
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
の
処
分
の
要
求
に
係
る
職
員
に
対
し
懲
戒
の
処

分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
人
事
院
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

本
属
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
の
処
分
の
要
求
に
係
る
職
員
に
対
し
懲
戒
の
処
分
を
し
た
と
き
は
そ
の



  
 

三

旨
並
び
に
そ
の
種
類
及
び
内
容
を
、
当
該
職
員
に
対
し
懲
戒
の
処
分
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
会

計
検
査
院
及
び
人
事
院
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
の
処
分
を
す
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
旨
を
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

会
計
検
査
院
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
の
処
分
の
要
求
を
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
要
求
が
不
当
で
あ
る
こ
と

を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
項
の
規
定
、
第
四
項
の
規
定
中
人
事
院
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
部
分
、
第
五
項
の
規
定
及
び
第
六
項
の
規
定
中

人
事
院
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
部
分
は
、
国
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
職
員
が
都
道
府
県
の
職
員
で
あ
る
場
合
に
は
、

適
用
し
な
い
。 

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

会
計
検
査
院
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
表
示
し
又
は
処
置
を
要
求
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
対
処
が
行
わ

れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
本
属
長
官
又
は
関
係
者
に
対
し
、
更
に
、
意
見
を
表
示
し
又
は
適
宜
の
処
置
を
要
求
し

及
び
そ
の
後
の
経
理
に
つ
い
て
是
正
改
善
の
処
置
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



 

  
 

四

会
計
検
査
院
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
表
示
し
又
は
処
置
を
要
求
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
対
処
が
行
わ

れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
官
庁
そ
の
他
の
責
任
者
に
、
更
に
、
意
見
を
表
示
し
又
は
改
善
の
処
置
を
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

六
条
第
一
項
中
「
因
り
」
を
「
よ
り
」
に
、
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
当
該
職
員
」
を
「
当
該
予
算
執
行
職
員
」

に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
人
事
院
」
の
下
に
「
及
び
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
」
を
加
え
、
同
条
第

三
項
中
「
職
員
」
を
「
要
求
に
係
る
予
算
執
行
職
員
」
に
、
「
調
査
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
措
置
す
る
と
と
も
に
そ
の
結
果
」

を
「
調
査
し
、
そ
の
結
果
及
び
懲
戒
処
分
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
理
由
」
に
改
め
、
同

条
第
五
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
の
規
定
中
人
事
院
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
部
分
、
第
四
項
の
規
定
及
び
第

五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
よ
る
予
算
執
行
職
員
の
懲
戒
処
分
を
要
求
し
た
」
を
「
よ

り
懲
戒
処
分
の
要
求
を
し
た
」
に
改
め
、
「
、
又
は
当
該
職
員
の
任
命
権
者
か
ら
そ
の
要
求
が
不
当
で
あ
る
と
し
て
再
審
の



  
 

五

請
求
を
受
け
実
情
を
調
査
し
た
結
果
、
そ
の
要
求
が
不
当
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条

第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
要
求
に
係
る
予
算
執
行
職
員
に
対
し
懲
戒

処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
人
事
院
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
要
求
に
係
る
予
算
執
行
職
員
に
対
し
懲
戒
処
分
を
し
た
と
き
は
そ

の
旨
並
び
に
そ
の
種
類
及
び
内
容
を
、
当
該
予
算
執
行
職
員
に
対
し
懲
戒
処
分
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の

理
由
を
会
計
検
査
院
及
び
人
事
院
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
処
分
を
す
る

こ
と
が
適
当
で
な
い
旨
を
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
及
び
第
三
項
の
」
を
「
、
同
条
第
三
項
の
規
定
中
人
事
院
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
部
分
、

同
条
第
四
項
の
規
定
及
び
同
条
第
五
項
の
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 



 

  
 

六

 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
会
計
検
査
院
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
会
計
検
査
院
法
第

三
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
懲
戒
の
処
分
の
要
求
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

施
行
日
前
に
生
じ
た
事
実
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
計
検
査
院
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
国
の
会
計
事
務
を
処
理

す
る
職
員
若
し
く
は
そ
の
他
の
国
の
職
員
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
又
は
」
と
す
る
。 

 

（
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
条 

施
行
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
懲
戒
処
分
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

 



  
 

七

 
 

 
 
 

理 

由 

 

会
計
検
査
院
の
検
査
に
係
る
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
、
懲
戒
処
分
要
求
の
対
象
の
拡
大
及
び
懲
戒
処
分
要
求
へ
の
人
事
院

等
の
関
与
の
強
化
、
国
会
及
び
内
閣
へ
の
随
時
報
告
の
義
務
付
け
、
意
見
表
示
又
は
処
置
要
求
に
関
す
る
制
度
の
強
化
等
を
行

う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


